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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吐水のための使用者による操作をセンサで検知して吐水口から自動的に吐水する自動水
栓において
　前記吐水口から互いに吐水種類の異なった第１の吐水と第２の吐水との少なくとも２種
類の吐水の何れかを選択して吐水可能となすとともに、該吐水口からの吐水を該第１の吐
水から第２の吐水に若しくはその逆に切り替える切替手段が設けてあり、且つ前記第１の
吐水又は第２の吐水を前記吐水口から吐水し終えた後に次回の吐水を行うに際して、予め
優先設定してある第１の吐水又は第２の吐水を優先して吐水させるようになしてあるとと
もに、前記切替手段に対して通常の吐水切替えのための操作パターンとは異なった操作パ
ターンで操作することにより、前記第１の吐水と前記第２の吐水との間で前記優先設定を
切り替えるようになしてあることを特徴とする自動水栓。
【請求項２】
　請求項１において、前記切替手段が、前記第１の吐水に対応した第１の操作部と、前記
第２の吐水に対応した第２の操作部とを別々に有しており、前記優先設定したい側の吐水
種類に対応した操作部を、通常の吐水切替えのための操作パターンとは異なった操作パタ
ーンで操作することにより前記優先設定を行うようになしてあることを特徴とする自動水
栓。
【請求項３】
　請求項１，２の何れかにおいて、水，温水の何れかを前記第１の吐水，他方を前記第２
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の吐水とするとともに電源投入時においては水の吐水を優先するようになしてあることを
特徴とする自動水栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、吐水のための使用者による操作をセンサで検知して吐水口から自動的に吐
水する自動水栓に関し、詳しくは吐水口から互いに吐水種類の異なった少なくとも２種類
の吐水の何れかを選択して吐水可能となした自動水栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、センサの前方に手を差し出すとセンサがこれを検知して吐水口から自動的に
吐水する自動水栓が広く用いられている。
　しかしながら従来の自動水栓は水（冷水）又は予め適温に温度調節された温水の何れか
のみを吐水口から吐水するに過ぎないもの、即ち単一種類の吐水を行うに過ぎないもので
あり、利便性の点で必ずしも十分なものではなかった。
　このようなことから、使用者の選択により吐水口から水及び予め適温に温度調節された
温水の何れかを吐水可能となした自動水栓が提案されている。
　例えば下記特許文献１にこの種の自動水栓が開示されている。
【０００３】
　ところでこのように使用者の選択によって水又は温水の何れかを吐水口から吐水可能と
なした自動水栓、即ち切替手段の切替えによって吐水を水から温水に若しくはその逆に切
替可能となした自動水栓にあっては、例えば使用者が吐水口からの吐水を温水に切替操作
した場合に、その温水を吐水し終えた後に、次の使用者が手を差し出して吐水口から吐水
させたとき、水が出るものと思っていたところにいきなり温水が出て来ると、特にその温
水が高温度に設定してあったりすると、次の使用者は驚いてしまう。
【０００４】
　この場合、次の使用者が求める水を吐水口から吐水させるためには、次の使用者が改め
て切替手段を切替操作することとなるが、高齢者や子供等その切替えのための操作が分か
らなかったり或いは面倒であったりすると、そのまま吐水口から水の代わりに温水を出し
続けて、手洗い等を済ませてしまうといったことが起こり得る。
　この場合、本来水で済むところを温水を出し続けることとなってエネルギーロスを生じ
、経済的にも好ましくない。
【０００５】
　また吐水口から原水（水道水）と、これを浄化装置で浄化した後の浄水の何れかを吐水
するようになした自動水栓にあっては、原水で十分にも拘らず、吐水状態が浄水に切り替
わっていると、次の使用者はそのまま浄水を出し続けて手洗い等を済ませてしまうといっ
たことも起こり得、この場合においても浄化装置の消耗が進んで経済的に不利である。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－６１９１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は以上のような事情を背景とし、互いに種類の異なる第１の吐水と第２の吐水と
の少なくとも２種類の吐水の何れかを選択して吐水口から吐水可能となした自動水栓にお
いて、より使用頻度の高い吐水を優先して吐水可能であり、利便性が高く或いは経済性に
優れた自動水栓を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　而して請求項１のものは、吐水のための使用者による操作をセンサで検知して吐水口か
ら自動的に吐水する自動水栓において、前記吐水口から互いに吐水種類の異なった第１の
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吐水と第２の吐水との少なくとも２種類の吐水の何れかを選択して吐水可能となすととも
に、該吐水口からの吐水を該第１の吐水から第２の吐水に若しくはその逆に切り替える切
替手段が設けてあり、且つ前記第１の吐水又は第２の吐水を前記吐水口から吐水し終えた
後に次回の吐水を行うに際して、予め優先設定してある第１の吐水又は第２の吐水を優先
して吐水させるようになしてあるとともに、前記切替手段に対して通常の吐水切替えのた
めの操作パターンとは異なった操作パターンで操作することにより、前記第１の吐水と前
記第２の吐水との間で前記優先設定を切り替えるようになしてあることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２のものは、請求項１において、前記切替手段が、前記第１の吐水に対応した第
１の操作部と、前記第２の吐水に対応した第２の操作部とを別々に有しており、前記優先
設定したい側の吐水種類に対応した操作部を、通常の吐水切替えのための操作パターンと
は異なった操作パターンで操作することにより前記優先設定を行うようになしてあること
を特徴とする。
【００１０】
　請求項３のものは、請求項１，２の何れかにおいて、水，温水の何れかを前記第１の吐
水，他方を前記第２の吐水とするとともに電源投入時においては水の吐水を優先するよう
になしてあることを特徴とする。
【発明の作用・効果】
【００１１】
　以上のように本発明は第１の吐水又は第２の吐水を吐水口から吐水し終えた後、次回の
吐水に際して、予め優先設定してある種類の吐水を吐水口から吐水させるようになしてあ
るとともに、切替手段に対して通常の吐水切替えのための操作パターンとは異なった操作
パターンで操作することにより、第１の吐水と第２の吐水との間で優先設定を切り替える
ようになしたものである。
【００１２】
　ここで優先設定の切替えは、切替手段に対して通常の吐水切替えのために必要な操作時
間を超えて設定時間以上の長時間操作し続けることによって行うようになすことができる
。このようにすれば、極めて簡単に優先設定を切り替えることができる。
　かかる本発明によれば、予め優先設定した第１の吐水又は第２の吐水を吐水口から優先
して吐水することができ、自動水栓の利便性を高めることができる。
【００１３】
　また水，温水の何れかを第１の吐水とし、他方を第２の吐水とした場合において、使用
頻度の高い水を優先して吐水するように設定しておくことで、次の使用者が水栓使用する
際に予期せず不意に温水が出ることによって使用者を驚かせてしまうといったこともなく
、また本来水で済むところを、温水を出し続けることによってエネルギーを無駄に消費し
、不経済となる問題を解決することができる。
　但しこの場合において、水を優先して吐水させるか温水を優先して吐水させるかは、水
栓の使用環境に応じて異なるもので、例えば寒冷地等においては温水の吐水を優先させる
ようになしておくこともできる。
【００１４】
　一方原水（水道水），浄水の何れかを第１の吐水とし、他方を第２の吐水とした場合に
おいて、使用頻度の高い原水を優先して吐水させるようになしておくことで、浄水が無駄
に使用されてしまって不経済となる問題を解決することができる。
【００１５】
　本発明はまた、吐水口から第１の吐水又は第２の吐水を優先して吐水させるための優先
設定を、切替手段に対して通常の吐水切替えのための操作パターンとは異なった操作パタ
ーンで操作することにより行う点を特徴としている。
　通常このような優先設定は、例えばカウンター下に設けてある本体ユニット、詳しくは
湯水の混合部やバルブ，制御部等を含んだ本体ユニットを操作することにより行うことと
なるが、この場合カウンター下に作業者が潜り込んで作業をしなければならず、また場合
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によってその優先設定のための特別の部品を別途に必要としたりする。
【００１６】
　しかるに本発明では、水栓使用に伴って使用者により操作される切替手段を操作するこ
とで優先設定を行うようにしている。
　この切替手段は、通常使用者による操作が容易なようにカウンター上の吐水部近くに設
けられるものであり、従ってこのような切替手段の操作によって優先設定を行うようにな
しておけば、優先設定のための操作に際してカウンター下に潜り込んで暗い個所で作業を
したりしなくても良く、施工作業者はもとより水栓の使用者であっても簡単に優先設定の
操作を行うことができる。
　或いはまた、必要に応じて優先吐水を第１の吐水から第２の吐水に若しくはその逆に切
り替える操作を、極めて簡単に行うことができる。
【００１７】
　本発明は、第１の吐水又は第２の吐水を吐水口から吐水し終えた後に、次回の吐水を行
うに際して優先設定した種類の吐水を吐水口から吐水するものであるが、この場合第１の
吐水又は第２の吐水の止水後、センサによる非検知状態が所定時間続き、その後にセンサ
による検知にて次の吐水を行う際、予め優先設定してある第１の吐水又は第２の吐水を吐
水させるようになすことができる。
　この所定時間については、例えば１秒に設定しておくことができる。
【００１８】
　尚本発明の自動水栓は、吐水のための使用者による操作をセンサで検知するものである
が、このセンサは非接触式のセンサであっても良いし接触式のセンサであっても良く、ま
たセンサが人の操作を検知している間だけ吐水を行うようになしても良いし、或いは一旦
操作を検知した後は吐水を継続し、その後再び操作を検知したところで止水をなすように
すること、即ち使用者による操作を検知するごとに吐水と止水とを交互に繰り返すように
なしたものであっても良い。
【００１９】
　また切替手段は、１つの押ボタンを１回押すごとに第１の吐水から第２の吐水に若しく
はその逆に切り替えるようなものであっても良いし、或いは第１の吐水を選択するスイッ
チ等の第１の操作部，第２の吐水を選択するスイッチ等の第２の操作部をそれぞれ別々に
設けておいて、何れかを操作することで吐水の切替えをなすようにしたものであっても良
い。
【００２０】
　この場合において、優先設定したい側の吐水種類に対応した操作部を、通常の吐水切替
えのための操作パターンとは異なった操作パターンで操作することにより上記の優先設定
を行うようになすことができる（請求項２）。
　このようにしておけば、吐水の優先設定を分かり易く簡単に行うことができる。
【００２１】
　請求項３は水，温水の何れかを第１の吐水，他方を第２の吐水とするとともに、電源投
入時においては水の吐水を優先吐水とするもので、このようにしておけば、電源投入後の
最初の吐水時に、いきなり予期しない温水が吐水されてしまって使用者を驚かせてしまう
といったことが無く、使用者は最初から安心して自動水栓を使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に本発明を、第１の吐水として水を、第２の吐水として適温に温度調節された温水を
選択的に吐水するようになした自動水栓に適用した場合の実施形態を図面に基づいて詳し
く説明する。
　図１において１０はカウンターで、１２はカウンター１０に設けられた手洗器、１４は
この手洗器１２におけるボウル部１３の奥部の平坦な取付部１６から斜め前方に起立状態
に設けられた本実施形態の自動水栓における吐水部である。
　吐水部１４には、前方に突き出した吐水口１８と、吐水口１８の上側に設けられたセン
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サ２０とを有しており、センサ２０の前方に手を差し出すとセンサ２０がこれを検知し、
吐水口１８から自動的に吐水する。
【００２３】
　図２に詳しく示しているように、吐水部１４の根元部にはプレート２２が設けられてお
り、そのプレート２２に、吐水口１８からの吐水種類として水を選択する水スイッチ（第
１の操作部）２４と、吐水口１８からの吐水種類として適温に温度調節された温水を選択
する温水スイッチ（第２の操作部）２６とが設けられている。
　またこれら水スイッチ２４，温水スイッチ２６に近接して、水の吐水が選択されたこと
を表示するＬＥＤ２８，温水の吐水が選択されたことを表示するＬＥＤ３０が、それぞれ
表示手段として設けられている。
【００２４】
　図３において水，湯の流路３２，３４を通じて送られて来た水，湯は、止水栓３６，３
８を経て混合部４０へと送られてそこで水と湯とが所定比率で混合され、そして適温とさ
れた温水が、温水の流路４２を経て吐水側の流路４４を通じ吐水部１４へと送られ、吐水
口１８から吐水される。
　水の流路３２からは分岐流路４６が分岐して延び出しており、この分岐流路４６の他端
が、吐水側の流路４４に接続されている。
　これら温水の流路４２及び分岐流路４６のそれぞれには、電磁弁からなる温水バルブ４
８，水バルブ５０が設けられており、それぞれによって温水の流路４２，分岐流路４６が
開閉されるようになっている。
【００２５】
　この実施形態においては水バルブ５０が閉弁、温水バルブ４８が開弁の下では、混合部
４０からの温水が吐水部１４へと送られて吐水口１８から吐水される。
　一方温水バルブ４８が閉弁、水バルブ５０が開弁の状態では、分岐流路４６に流れ込ん
だ水が吐水側の流路４４を通じ吐水口１８から吐水される。
【００２６】
　図２（Ｂ）において、５２はカウンター１０の下に配置された本体ユニットで、この本
体ユニット５２には止水栓３６，３８，混合部４０，温水バルブ４８，水バルブ５０及び
それら温水バルブ４８，水バルブ５０の作動制御を行う制御部５４が備えられている。
　この制御部５４にはまた、上記のセンサ２０，水スイッチ２４，温水スイッチ２６、更
にはＬＥＤ２８，３０が電気的に接続されており、センサ２０からの検知信号が制御部５
４に入力され、更にまた水スイッチ２４，温水スイッチ２６からのスイッチ信号が制御部
５４に入力される。
　制御部５４はこれらからの信号入力に基づいて温水バルブ４８，水バルブ５０を作動制
御する。
【００２７】
　図４は、本実施形態における自動水栓の温水バルブ４８，水バルブ５０の作動を、セン
サ２０による人体検知の有無，水スイッチ２４，温水スイッチ２６のスイッチのオン・オ
フとともにタイムチャートとして表したものである。
　尚この実施形態では、吐水口１８からの優先吐水が水吐水となるように予め設定されて
いる。
【００２８】
　この図４に示すタイムチャートにおいて、使用者が吐水口１８から温水を吐水すべく温
水スイッチ２６をオン操作すると、ＬＥＤ３０が点灯（若しくは点滅）して温水吐水が選
択されたことを表示する。
　この状態の下で、使用者がセンサ２０の前方に手を差し出すとセンサ２０がこれを検知
し、そのセンサ２０からの検知信号に基づいて温水バルブ４８が開弁し、吐水口１８から
温水を吐水する。
【００２９】
　その温水の吐水中においてセンサ２０の検知エリアから一旦手が外れたとしても、その
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時間ｔ０が予め定めた時間（ここでは１秒）よりも短いときには、引続き自動水栓が使用
継続されているものと判断し、手がセンサ２０の検知エリアから外れることで一旦は温水
バルブ４８を閉弁するものの、再び手がセンサ２０の検知エリアに入ることで温水バルブ
４８を開弁し、吐水口１８からの温水吐水を続行する。
【００３０】
　ところが予め定めた１秒よりも長い時間ｔの間センサ２０による非検知状態が続いた後
に、再びセンサ２０が手を検知したときには、自動水栓の使用が一旦終了した後に、次回
の水栓使用が行われたものと判断して、このときには予め優先設定されている水を吐水口
１８から最初に吐水する。
　そしてその後、温水スイッチ２６のオン操作が無い場合には吐水口１８からの吐水は水
の吐水となる。
【００３１】
　以上では吐水の種類として水の吐水が優先設定されているが、温水の吐水を優先するよ
うに設定を行うこともできる。
　その優先設定のための操作は、ここでは水吐水から温水吐水に若しくはその逆に切り替
える切替手段、具体的にはここでは例えば温水スイッチ２６を、吐水切替えのために必要
な操作時間を超えて長く操作し続けることによって行う。
　図５はその際の動作をタイムチャートとして表したものである。
【００３２】
　図５に示しているように、ここでは温水スイッチ２６（場合によって水スイッチ２４で
あっても良い）を、通常の吐水切替えのために必要な操作時間を超えて設定時間（ここで
は３秒）以上の長時間Ｔの間押し続けることによって、温水を優先して吐水するように設
定を行う（ないしは設定を切り替える）。
　この優先設定ないし切替えを行った後においては、使用者が水スイッチ２４をオン操作
して吐水口１８から水吐水を行わせるべく選択した場合であっても、センサ２０による非
検知状態が時間ｔの間続いた後にセンサ２０が再び人体検知したとき、吐水口１８からは
水吐水ではなく温水吐水が行われる。即ち吐水口１８から温水が優先して吐水される。
【００３３】
　以上のような本実施形態によれば、予め優先設定した水又は温水を吐水口１８から優先
して吐水することができ、自動水栓の利便性を高めることができる。
　また水の吐水を優先設定しておくことで、次の使用者が吐水を行わせたときに予期せず
不意に温水が出ることによって使用者を驚かせてしまうといったこともなく、また本来水
で済むところを、温水を出し続けることによってエネルギーを無駄に消費し、不経済とな
る問題を解決することができる。
【００３４】
　また本実施形態では吐水口１８からの吐水の優先設定を、吐水種類の選択を切り替える
ための切替手段としての水スイッチ２４又は温水スイッチ２６に対し行うようになしてい
ることから、その優先設定を施工作業者のみならず使用者においても極めて簡単に行うこ
とができる。
　通常このような優先設定は、例えばカウンター１０下に設けてある本体ユニット５２を
操作することにより行うこととなるが、この場合カウンター１０下に作業者が潜り込んで
作業をしなければならず、また場合によってその優先設定のための部品を別途に必要とす
る。
　しかるに本実施形態によれば、優先設定のための操作に際してカウンター１０下に潜り
込んで暗い個所で作業をしたりしなくても良く、簡単に優先設定の操作を行うことができ
る。
【００３５】
　尚本実施形態では、自動水栓を設置施工して電源投入したとき、吐水種類として水吐水
が自動的に優先設定される。
　即ち施工後において１番最初に吐水される吐水種類は水吐水となる（水スイッチ２４，
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温水スイッチ２６がオン操作されなかった場合）。
　このようにしておけば、電源投入後の最初の吐水時にいきなり温水が吐水されてしまっ
て使用者を驚かせてしまうことが無く、最初から安心して自動水栓を使用することができ
る。
【００３６】
　以上本発明の実施形態を詳述したがこれはあくまで一例示である。
　例えば上記実施形態では温水スイッチ，水スイッチの何れかを、設定時間以上の長時間
押し続けることによって優先設定を行い、若しくは優先設定を切り替えるようになしてい
るが、場合によって何れかのスイッチを間欠的に複数回連続してオン・オフすることによ
って、或いはまたその他の操作パターンで操作することによって優先設定を行い若しくは
優先設定を切り替えるようになすといったことも可能である。
　その他本発明はその趣旨を逸脱しない範囲において種々変更を加えた形態で構成可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態の自動水栓を設置状態で示す図である。
【図２】同実施形態の自動水栓の要部を示した図である。
【図３】同実施形態の自動水栓を流路を中心として示した図である。
【図４】水を優先吐水する場合の同実施形態の自動水栓の動作をタイムチャートで表した
図である。
【図５】温水を優先吐水する場合の同実施形態の自動水栓の動作をタイムチャートで表し
た図である。
【符号の説明】
【００３８】
　　　　１８　吐水口
　　　　２０　センサ
　　　　２４　水スイッチ（切替手段）
　　　　２６　温水スイッチ（切替手段）



(8) JP 4708928 B2 2011.6.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 4708928 B2 2011.6.22

【図５】



(10) JP 4708928 B2 2011.6.22

フロントページの続き

(56)参考文献  特公平０８－００９８７６（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開２００２－０６６５６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０７６２７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０３Ｃ　　　１／０４２　－　１／０５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

